
（平成２１年３月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 12 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 21 件

国民年金関係 14 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 1138 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生  

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年７月から 50年 10月まで 

② 昭和 50年 11月から 51年３月まで 

③ 昭和 52年 10月及び同年 11月 

私の亡き母が、私が大学生だった 20 歳の時から、その後、私が結婚する

までの間、私のために国民年金保険料を払ってくれていた。時には、母に

頼まれて私自身が郵便局に国民年金保険料を納めに行ったこともある。 

昭和 50 年ごろには、母から国民年金手帳を私自身が受け取り、保険料額

は憶
おぼ

えていないが、母から出してもらった国民年金保険料を３か月ごとに

郵便局の窓口に納めに行っていた。その手帳には、20 歳になった時からの

郵便局の窓口の赤いハンコがすきまなく押されていたことを憶
おぼ

結婚後、夫が手続をして新しい姓になった私の年金手帳が手元に届いた

が、その手帳には新居のＡ市の住所が記載されていた。その手帳で、結婚

後の申立期間②の国民年金保険料を私が夫の分と一緒に納付したのに、私

の分だけが未納とされていることに納得できない。 

えているの

に、申立期間①の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

昭和 52 年 10 月にＢ市に引っ越した際も夫が住所変更手続を行い、私が

国民年金保険料を納めたが、申立期間③の国民年金保険料が未納となって

いることにも納得できない。 

なお、Ａ市からＣ市に引っ越した際、社会保険事務所を探して、私自身

が手続をとったが、生後２か月の子供を乳母車に乗せて行ったので大変

だったことを憶
おぼ

えている。その際、旧姓と新姓の２冊の年金手帳を窓口で

回収された。私の 20 歳の誕生日からの納付済みのハンコと自分も支払いに

行って押してもらったハンコが押された年金手帳と結婚後の年金手帳との



  

２冊を、Ｃ市を管轄する社会保険事務所に行くまで手元に持っていた事実

がある。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、２か月と短期間であるとともに、申立人の国民年

金手帳記号番号は昭和 51年 11月に払い出されており、申立人はさかのぼって

国民年金保険料の納付を始めた同年４月以降の国民年金加入期間について、当

該期間を除き、国民年金保険料をすべて納付しており、申立人の保険料の納付

意識は高かったものと考えられる上、申立人の所持する国民年金手帳、社会保

険庁の特殊台帳及び戸籍の附票により、申立人の夫はＢ市に転入届を行った

52 年 10 月 21 日に、併せて国民年金の住所異動届を行っていることが確認で

きることから、届出を行ったにもかかわらず、届出当月及びその翌月である当

該期間の国民年金保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

一方、申立期間①については、昭和 51 年 11 月以前に申立人に別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないこ

とから、国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、申立期間①の大部分

（昭和 43年７月から 49年９月までの期間）は、時効により国民年金保険料を

納付することができない期間であり、申立人の母親及び申立人が申立期間①の

国民年金保険料を郵便局の窓口に納めに行っていたとする申立内容は不自然で

ある。 

また、申立期間②については、過年度納付以外の方法では納付することが

できない期間であることから、申立期間②に係る申立人の国民年金保険料を申

立人の夫の分と一緒に現年度納付していたとする申立内容は不自然である。 

さらに、申立人の母親及び申立人が申立期間①及び②に係る申立人の国民

年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、日記等）が無く、ほ

かに申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



  

福岡国民年金 事案 1139 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53年１月から同年３月まで          

私は昭和 53 年４月に県外のＡ区からＢ市Ｃ区に引っ越したが、その直前

の同年１月から同年３月までの国民年金保険料については１か月分ずつ納

めていた。同年１月分と同年２月分とはＡ区役所で納め、同年３月分は移

動のためよく憶
おぼ

申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

えていないが、税金等はきちんと納めていたので納め忘れ

は無いと思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和 51 年２月に国

民年金被保険者資格を取得して以降の国民年金加入期間において、申立期間を

除き、国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人は、県外のＡ区からＢ市に転入した昭和 53 年３月 30 日に、

国民年金の住所異動届出を行っていることが確認でき、申立人の保険料の納付

意識は高かったものと考えられることから、申立期間のみが未納とされている

のは不自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1140 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47年１月から 50年３月まで 

         ② 昭和 53年１月から同年３月まで 

私は昭和 51 年３月に結婚し、住所異動手続を行う際に妻と一緒に国民年

金の加入手続を行うとともに、20 歳から 23 歳までの４年間分の国民年金保

険料をさかのぼって一括納付した。納付した場所や方法は憶
おぼ

えていないが、

手続後、すぐに数万円もの高額な保険料を納付したことを憶
おぼ

また、昭和 53 年４月に県外のＡ区からＢ市Ｃ区に引っ越したが、その直

前の同年１月から同年３月までの国民年金保険料については１か月分ずつ

納めていた。同年１月分と同年２月分とはＡ区で納め、同年３月分は移動

のためよく

えている。 

憶
おぼ

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

えていないが、税金等はきちんと納めていたので、納め忘れ

は無いと思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、３か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和

50 年４月以降の国民年金加入期間において、当該期間を除き、国民年金保険

料をすべて納付している。 

また、申立人は、県外のＡ区からＢ市に転入した昭和 53 年３月 30 日に、

国民年金の住所異動届出を行っていることが確認でき、申立人の保険料の納付

意識は高かったものと考えられることから、申立期間②が未納とされているの

は不自然である。 

一方、申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51

年３月ごろに払い出されており、それ以前に申立人に別の国民年金手帳記号番



  

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらず、国民年金手帳記

号番号が払い出された時点では、当該期間の一部（昭和 47 年１月から 48 年

12 月までの期間）は、時効により国民年金保険料を納付することができない

期間であるとともに、既に第２回目の特例納付の実施期間を過ぎていたことか

ら、当該期間に係る４年間分の国民年金保険料をさかのぼって一括で納めたと

する申立内容は不自然である。 

また、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立人が当該期間の国民年金保険料を納

付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 53 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 



  

福岡国民年金 事案 1141 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年４月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年４月から同年７月まで 

昭和 30年ごろから、自営業を営んで経済的にも安定していた。 

国民年金には昭和 36 年３月に夫婦一緒に加入し、保険料は妻が私の分も

含めて一緒に納付しており、妻が納付済みとなっているのに私の国民年金

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、４か月と比較的短期間であるとともに、申立人の国民年金手

帳記号番号は、社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、

昭和 36 年３月 13 日に妻と連番で払い出され、申立人は、38 年７月から 60 歳

に到達した 62 年７月までの国民年金加入期間について、申立期間を除き、国

民年金保険料をすべて納付しており、申立人の保険料の納付意識は高かったも

のと考えられる。 

また、申立人は、夫婦二人の昭和 37 年４月から 38 年６月までの国民年金

保険料が共に未納であるように、夫婦二人の保険料は一緒に納付してきている

ことは確かで、申立人の妻が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を併せて

納付していたと申し立てている上、申立人の妻の申立期間に係る国民年金保険

料は納付済みであることが確認できるとともに、社会保険庁の記録によれば、

申立人の保険料の納付日が確認できる 60年４月から 62年３月までの期間と妻

の保険料の納付日が確認できる 63年４月から同年 12月までの期間の納付記録

は、夫婦共に毎月月末に納付されていることが確認でき、基本的に夫婦一緒に

保険料を納付していたものと推認されることを勘案すると、申立人の妻が申立

人の申立期間に係る国民年金保険料のみを納付しなかったとするのは不自然で

ある。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1142 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月及び同年５月 

申立期間の国民年金保険料の納付について照会したところ、申立期間の保

険料を納付した記録は確認できなかったとの回答をもらった。 

しかし、回答をもらうまでは未納はないものと信じていたため、未納と

聞かされ大変ショックを受けている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、２か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和 56 年４月以

降の国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納

付している上、３度にわたる過年度納付により未納期間を生じさせなかったこ

とから見ると、申立人の保険料の納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立期間前後の期間の国民年金保険料については、未納期間は無く、

すべて過年度納付及び現年度納付により納付されており、申立期間のみ保険料

を納付しなかったとするのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1143 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年１月から同年３月まで 

昭和 40 年 11 月に国民年金の加入手続をして以降、49 年３月分までは、

国民年金手帳で納付していた。申立期間当時は、集金人が各家庭を訪問し

て、保険料１年分を前納させる形で徴収し、国民年金手帳に印紙を貼
は

 

ると

ともに検認印を押していたので、納得がいかない。 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、３か月と短期間であり、申立人は、国民年金加入期間につい

て、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付している上、昭和 49 年４

月から 60 歳に到達するまでの間は付加保険料を含めて保険料を納付しており、

申立人の保険料の納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立人は、集金人が各家庭を訪問し、１年分を前納させる形で、印

紙を貼
は

さらに、申立期間前後の期間の国民年金保険料は、いずれも現年度納付さ

れていることが確認できることから、申立人が申立期間の保険料のみを納付し

なかったとするのは不自然である。 

るとともに検認印を押し徴収していたと主張しているが、社会保険事務

所が保管する特殊台帳やＡ市Ｂ区役所保険年金課の説明及び申立人が所持する

国民年金手帳により、申立期間当時、納付組合が存在していたこと、印紙検認

方式による収納が行われていたこと、及び１年分の前納が行われていたことが

確認できるとともに、申立人は前納期間において、年度途中の保険料額の改定

により差額が生じた時は、不足分を納付していることも確認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1144 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年 10 月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年 10月から同年 12月まで 

② 昭和 59年 11月及び同年 12月 

私は、昭和 57 年７月に会社を退職した後、同居していた私の母親から

「国民年金保険料を納付しないと年金をもらえない。」と言われたので、

母親と一緒にＡ町役場へ行き、国民年金の加入手続を行い、数か月分の国

民年金保険料をまとめて納付した記憶がある。申立期間①の国民年金保険

料が未納となっていることに納得できない。 

申立期間②の私の国民年金保険料は、私の母親が母親自身と私の父親の

保険料と併せて町の地区班長に支払っていたので、未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ町が保管する国民年金被保険者名簿により、昭和 57 年 10 月に申立人の

国民年金への加入手続が行われ、同月に申立期間①直前の同年７月から同年９

月までの国民年金保険料がさかのぼって納付されていること、及び 58 年２月

に申立期間①直後の同年１月から同年３月までの国民年金保険料が納付されて

いることが確認できる。 

また、申立人が国民年金加入時にまとめて納付したとする金額は、納付済

みとされている昭和 57 年７月から同年９月までの国民年金保険料と申立期間

①の国民年金保険料との合計額とおおむね一致している。 

一方、申立期間②については、Ａ町が保管する国民年金被保険者名簿によ

り、申立人が昭和 59 年７月に退職した後の厚生年金保険から国民年金への切

替手続は、申立期間②の最終月である同年 12 月に行われており、その時点に



  

おいて、さかのぼって同年７月に強制加入被保険者資格を取得していることが

確認できることから、申立人の母親が、母親自身と申立人の父親の保険料と併

せ申立期間②に係る申立人の国民年金保険料を町の地区班長に支払っていたと

する申立内容は不自然である。 

また、申立期間②については、社会保険庁のオンライン記録（過誤納被保

険者記録）により、昭和 59年７月から同年 12月までの国民年金保険料の未納

期間のうち同年７月から同年 10 月までの期間について、61 年３月に社会保険

事務所が 60年９月から同年 12月までの過誤納保険料を充当した際の残余の未

納期間であることが確認できる。 

さらに、Ａ町が保管する国民年金被保険者名簿により、過誤納保険料のう

ち充当できなかった月額保険料に満たない過誤納保険料について、申立人が昭

和 61 年２月に還付請求を行っていることが確認できるとともに、社会保険庁

のオンライン記録（過誤納被保険者記録）及び社会保険事務所が保管する還付

整理簿により、社会保険事務所が同年３月 10 日に還付決議を行い、同年３月

25 日に申立人への還付金の送金通知書を作成した上で、同年４月 22 日に還付

金を申立人名義の銀行口座に送金していることが確認できる。 

加えて、申立人の母親及び申立人が申立期間②に係る申立人の国民年金保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申

立人の母親及び申立人が申立期間②に係る申立人の国民年金保険料を納付して

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 57 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 848 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失に係る記録

を昭和 29 年 10 月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 4,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 28年６月から同年 10月まで 

② 昭和 29年８月 10日から同年 10月 21日まで 

厚生年金保険被保険者期間を照会したところ、昭和 28 年６月から 29 年

10 月 21 日まで勤務したＡ社については、同年６月１日から同年８月 10 日

までの加入期間しか確認できないとの回答を受けた。 

 当時の同僚の名前も記憶しており、申立期間について、勤務していたの

は間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保

険被保険者名簿によると、申立人は、昭和 29 年６月１日に厚生年金保険の

被保険者資格を取得し、同年８月 10 日に同資格を喪失しており、申立人が

主張する同年８月 10 日から同年 10 月 21 日までの被保険者記録は確認でき

ない。 

しかしながら、申立人と同時期に当該事業所に入社し、同様に季節労働

者として勤務したと申立人が名前を挙げる同僚二人から聴取した結果、申

立人と同様の勤務期間であり、業務内容等に違いは無いとの供述が得られ

る上、当該同僚は、いずれも申立期間において厚生年金保険の被保険者記

録が継続していることが確認できる。 



  

また、申立人及び同僚が供述した当該事業所の従業員数と当該事業所の

厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に在籍しており、同名簿上に

名前の記載がある被保険者の数がおおむね一致することから、申立期間当

時、当該事業所において、ほぼすべての従業員が厚生年金保険に加入して

いたと考えられる。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、昭和 29 年６月に採用後、同年 10 月 21 日までの期間についてＡ

社に継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたものと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における

昭和 29 年６月の社会保険事務所の記録から、１万 4,000 円とすることが妥

当である。 

なお、Ａ社が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、同社は既に解散しており、事業主も既に死亡していることから供

述を得ることができず、ほかにこれを確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、Ａ

社が申立どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間①については、当該期間において、Ａ社に係る被保険者名簿に記

録が確認できる者のうち、連絡が取れた一人の同僚に聴取しても「申立人

に係る記憶は無い。」との供述しか得られない上、ほかの同僚は既に死亡

等により供述を得ることができないことから、申立人が当該期間において、

同事業所で勤務していたことの確認ができない。 

また、社会保険事務所保管の健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、

申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、同名簿において

申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記

録が欠落したものとは考え難い。 

さらに、社会保険事務所の記録によれば、当該事業所は既に適用事業所

に該当しなくなっており、法人登記においても昭和 48 年４月２日に解散の

登記がなされていることが確認できる上、当時の事業主も既に死亡してお

り、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、28 年６月

１日から 29 年４月 16 日までの記録を有し、同一業務に携わっていた同僚

へ照会したものの、「申立期間における厚生年金保険の適用状況について

は憶
おぼ

えていない。」との供述しか得られず、当該期間当時の勤務実態及び

事業主による厚生年金保険料控除の事実を確認することができない。 



  

このほか、申立人は当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、

申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 849 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）における資

格喪失日に係る記録を昭和 37年６月 11日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を１万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月 11日から同年６月 11日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、昭和 37 年

４月 11 日から同年６月 11 日までの期間の被保険者記録が無いとの回答が

あった。 

Ａ社に昭和 36 年１月 15 日に入社し、その後に社名変更はあったが平成

５年７月 31 日に退社するまでの間、一度も退社や休職の事実は無いので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めていただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する申立人の従業員名簿（人事記録）及び同社からの回答によ

り、申立人がＡ社及び同社の系列会社に継続して勤務していたことが確認でき

る。 

また、申立人と同様にＡ社本社のほか、同社Ｃ支店及び同社Ｄ営業所から

異動し、申立人と同日に同社の系列会社であるＥ社において厚生年金保険被保

険者資格を取得している７人の同僚の被保険者記録はいずれも空白無く継続し

ている。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 37



  

年３月の社会保険事務所の記録から、１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は、従業員名簿により申立人が申立期間において勤務

していたことが明らかであることから昭和 37 年４月及び同年５月の保険料を

納付したと主張するが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



  

福岡厚生年金 事案 850 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録

を昭和 54 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万 6,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年６月 28日から同年７月１日まで 

Ａ社に昭和 54 年２月から同年６月 30 日まで勤務していたにもかかわら

ず、同社における厚生年金保険の被保険者資格喪失日が同年６月 28 日に

なっていた。 

昭和 54 年６月 30 日まで同社に在籍し、同年６月分の厚生年金保険料を

給与から控除されていたことは、提出した源泉徴収票及び給与明細書から

明らかなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険被保険者記録並びに申立人から提出された給与明細書及び源泉徴

収票により、申立人は、Ａ社に昭和 54年６月 30日まで勤務し、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書における厚生年金

保険料控除額から、８万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 



  

福岡厚生年金 事案 851 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係

る記録を昭和 39 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 12月１日から 39年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間に係る被保険者記録が無いとの回答があった。 

申立期間についても継続して勤務しており、当時の同僚も供述してくれて

いるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険被保険者記録並びにＡ社本店及び同社Ｂ支店における申

立人の同僚の供述等から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和

39 年６月１日にＡ社Ｂ支店から同社本店に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における

昭和 38年 11月の社会保険事務所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなってお

り、当時の事業主の連絡先も不明であり、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



  

福岡厚生年金 事案 852 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店にお

ける資格喪失日に係る記録を昭和 60 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 15万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年６月 30日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｃ支店

に勤務していた期間のうち、昭和 60 年６月分の厚生年金保険被保険者記録

が無かった。 

昭和 60 年７月１日にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動しているが、継続

して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険被保険者記録、Ｂ社Ｃ支店が提出した社員台帳及び同社の回答内

容から判断すると、申立人が同事業所に継続して勤務し（昭和 60 年７月１日

にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における

昭和 60 年５月の社会保険事務所の記録から、15 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ｂ社Ｃ支店は納付していないとしており、また、事業主が資格喪失日を

昭和 60 年７月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年

６月 30 日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失

日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料



  

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 1145 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年１月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年１月から 40年３月まで 

昭和 36 年の国民年金加入当時は、夫と一緒に自営業を営んでいたので、

夫の分も含めて国民年金保険料を納付していた。 

その後、転居し、しばらくは納付していなかったが、昭和 37 年１月から

40 年３月までの国民年金保険料の未納分については、現年度の保険料に併

せて同年４月ごろから納付した。集金人に保険料を渡していたが、金額は

憶
おぼ

未納分の保険料を完納した時に、「奥さん良かったですね。」と集金人に

言われ、その時、処理のためということで年金手帳を預けたが、その後、

集金人から返してもらっていない。 

えていない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 37 年１月以降の国民年金保険料については、現在のＡ市Ｂ

区に再転入した 40 年４月以降に現年度分の保険料とともに集金人に納めたと

主張しているものの、当該期間の保険料は、過年度保険料であることから、集

金人が当該保険料を収納したとは考え難い。 

また、申立人に係る特殊台帳及びＢ区役所が保管する国民年金被保険者名

簿により、昭和 43 年 10 月から現年度納付により国民年金保険料の納付が始

まっているとともに、同年 12 月に申立期間直後の 40 年４月から 42 年３月ま

での国民年金保険料、及び 45 年２月に 42 年４月から 43 年３月までの国民年

金保険料が一括納付されていることから見て、申立人は、同年 10 月以降にお

いて、過年度納付が可能な限度までさかのぼって国民年金保険料を納付したも

のと考えるのが自然であり、この時点においては、申立期間の国民年金保険料

は時効により納付することができなかったものと考えられる。 



  

さらに、申立人の夫については、所持する領収書により、昭和 47 年６月に、

第１回目の特例納付を行っていることが確認できるものの、申立人は領収書を

所持していないことから、夫と一緒に特例納付を行ったとは考えにくく、その

後に行われた特例納付の機会に国民年金保険料を一括納付したことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険

料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1146 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年 11 月から 51 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 11月から 51年１月まで 

私は、昭和 43 年 10 月末にそれまで勤めていた会社を退職したが、その

直後に私の妻がＡ市Ｂにあった役所に出向き、私たち夫婦二人の国民健康

保険と国民年金への加入手続をした。 

その後、私の妻が昭和 51 年２月に就職して社会保険に加入するまでの間

は、私の妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納めていたはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされているのには納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年 10 月の離職直後に、申立人の妻が夫婦同時に国民年

金への加入手続をしたと主張しているものの、社会保険事務所が保管する国民

年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、54 年４

月に払い出されていることが確認できるとともに、Ａ市Ｃ区役所が保管する国

民年金手帳払出整理簿により、申立人の妻の国民年金手帳記号番号は、厚生年

金保険被保険者資格喪失後に国民年金第３号被保険者となった 61年 11月５日

に払い出されたことが確認でき、申立人及びその妻の国民年金手帳記号番号が

払い出された時点では、申立期間の国民年金保険料は時効により納付すること

ができなかったものと考えられる上、申立人夫婦に別の国民年金手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も見受けられない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 54 年４月は、第

３回目の特例納付の実施時期であるものの、申立人において、過年度の国民年

金保険料を一括納付したとの主張は無い上、申立人の妻が申立期間に係る申立

人の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる



  

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1147 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年 11 月から 51 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 11月から 51年１月まで 

私は、昭和 43 年６月に勤務していた会社を退職し、夫も同年 10 月に離

職したが、夫の離職直後に私がＡ市Ｂにある役所に出向き、私たち夫婦二

人の国民健康保険と国民年金への加入手続をした。 

その後、私が昭和 51 年２月に就職して社会保険に加入するまでの間は、

私が夫婦二人分の国民年金保険料を納めていたはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされているのには納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の夫が昭和 43 年 10 月の離職直後に、申立人が夫婦同時

に国民年金への加入手続をしたと主張しているものの、社会保険事務所が保管

する国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の夫の国民年金手帳記号番号

は、54 年４月に払い出されていることが確認できるとともに、Ａ市Ｃ区役所

が保管する国民年金手帳払出整理簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、

厚生年金保険被保険者資格喪失後に国民年金第３号被保険者となった 61 年 11

月５日に払い出されたことが確認でき、申立人及びその夫の国民年金手帳記号

番号が払い出された時点では、申立期間の国民年金保険料は時効により納付す

ることができなかったものと考えられる上、申立人夫婦に別の国民年金手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見受けられない。 

また、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料

を納付していたことを示す事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1148 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年４月から 59 年１月までの国民年金保険料については、

追納していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 59年１月まで 

昭和 48 年ごろ、離婚してＡ市Ｂ区役所に行った時に、担当者から国民年

金保険料の免除を申請するよう勧められて、国民年金保険料を免除しても

らっていた。 

国民年金保険料を免除されていたすべての期間の保険料は、昭和 48 年か

ら 52 年にかけて何千円かを何度かに分けてＡ市Ｃ区役所で支払い、また、

平成５年から６年にかけて何万円かを郵便局で支払った後、同年４月に郵

便貯金から下ろして数十万円を支払った記憶がある。私の一番上の姉も国

民年金保険料を免除されていた期間があり、その姉から追納するよう誘わ

れて申立期間の国民年金保険料を追納したのに、申立期間が免除期間とさ

れていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録及びＤ県Ｅ市が保管する国民年金被保険者名

簿により、申立人の申請免除期間は、申立期間を含む昭和 47 年４月から平成

元年３月までの期間であったことが確認できるとともに、申立人は、６年２月

に、最大限さかのぼって追納することができる申立期間直後の昭和 59 年２月

及び同年３月の国民年金保険料を、また、平成６年４月に、最大限さかのぼっ

て追納することができる昭和 59 年４月から平成元年３月までの国民年金保険

料を追納していることが確認できるものの、申立期間については、申立人が追

納していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、社会保険庁のオンライン記録により、国民年金保険料を追納するよ

うに誘ったとする申立人の姉は昭和 61 年４月に追納を行っていることが確認

できるものの、その時点においても、申立人は、申立期間の一部（昭和 47 年



  

４月から 51 年３月までの期間）の国民年金保険料を時効により追納すること

ができなかったと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料

を追納していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1149 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年１月から 52 年３月までの期間、同年７月から 54 年３月

までの期間、平成４年５月及び同年６月、同年８月及び同年９月、同年 12 月、

５年２月並びに９年５月から 10 年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年１月から 52年３月まで 

② 昭和 52年７月から 54年３月まで 

③ 平成４年５月及び同年６月 

④ 平成４年８月及び同年９月 

⑤ 平成４年 12月 

⑥ 平成５年２月 

⑦ 平成９年５月から 10年３月まで 

私は、昭和 57 年 11 月下旬ごろ、Ａ市役所で 46 年１月以降の未納分の国

民年金保険料と免除期間の追納保険料として合わせて数十万円の額を一括

して支払ったので、申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

申立期間③から⑥については、私が、Ｂ郵便局で毎月保険料を納めてお

り、区役所や社会保険事務所から督促を受けた憶
おぼ

申立期間⑦については、夫名義の銀行通帳からの引き落としで、毎月、

国民年金保険料を支払っていた。振替不能の連絡や納付書が家に送られて

きたことも無いので、未納とされていることに納得できない。 

えも無いので、未納のは

ずがない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を一括して納付したとする昭

和 57年 11月時点では、申立期間①及び②は、いずれも時効により国民年金保

険料を納付することができない期間であるとともに、第３回目の特例納付の実



  

施期間は終了していることから、特例納付により国民年金保険料を納付するこ

ともできない期間である。 

また、申立期間③、④、⑤及び⑥については、社会保険庁のオンライン記

録により、申立期間③直前の平成４年２月から同年４月までの期間、申立期間

③直後の同年７月、申立期間④直後の同年 10月及び同年 11月、申立期間⑤直

後の５年１月並びに申立期間⑥直後の同年３月の国民年金保険料は、過年度納

付されていることが確認できることから、当該期間の国民年金保険料を、毎月、

現年度納付していたとする申立内容は不自然である。 

さらに、申立期間⑦については、申立人が口座振替により納付したとする

Ｃ銀行Ｄ支店における申立人の夫名義の預金通帳に係る取引記録には、申立人

の国民年金保険料が口座振替により納付されていたことを示す事跡は見当たら

ない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1150 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年４月から 48 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 48年９月まで 

国民年金への加入が遅かったので、それまで未納だった国民年金保険料を

遡及
そきゅう

それにもかかわらず、国民年金保険料が未納とされている期間があるのは

納得できないし、まとめて納付した私と夫の納付済期間がずれていること

もおかしいと思うので、改めて調査してもらいたい。 

して納付することにし、申立期間の分を含め、夫の分とまとめて、自

宅近くのＡ銀行Ｂ支店において、私が保険料を納付したはずである。まと

めて納付したのは、その１回のみで、それ以降は、定期的に国民年金保険

料を納付してきた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和

50 年 12 月に払い出されており、社会保険事務所及びＣ市Ｄ区役所の記録によ

ると、申立人は、ⅰ）昭和 36 年４月から 42 年３月までの国民年金保険料を

50 年 12 月に特例納付していること、ⅱ）申立期間直後の 48 年 10 月から 50

年３月までの保険料を 51 年１月に過年度納付していること、ⅲ）50 年４月か

ら 51年３月までの保険料を同年 12月に過年度納付していることが確認できる

ものの、申立期間についての国民年金保険料を特例納付した記録は、いずれの

記録においても確認できない。 

また、申立人は、「国民年金保険料をまとめて納付したのは一度だけであ

る。」と主張しているが、国民年金に加入した時点で未納であった保険料は、

前述のとおり、数回に分けて納付されていることが確認でき、申立期間当時に

おいて、未納であった保険料を一度で納付したとする申立内容とは相違し、申

立人がまとめて納付したと記憶している金額についても、未納であった期間の



  

国民年金保険料を一度に納付するのに必要な金額とは大きく異なる。 

さらに、申立人が特例納付した際、申立人の夫については、昭和 36 年４月

から 45 年３月までの国民年金保険料が特例納付されており、申立人とその夫

が特例納付により保険料を納付した期間が異なる結果、60 歳到達時までに納

付した月数は、申立人が 305月、申立人の夫が 273月となっているものの、申

立人の年金受給資格期間 300月及び申立人の夫の年金受給資格期間 264月を数

か月ずつ上回っていることが確認できることから、特例納付の際、年金受給資

格期間を確認した上で必要な期間の国民年金保険料を納付したものと考えるの

が自然である。 

加えて、申立期間のうち、昭和 48 年４月から同年９月までの期間について

は、申立人が国民年金の加入手続をし、特例納付を行った 50年 12月の時点で

は、特例納付も過年度納付もできなかったと考えられる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1151 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

国民年金保険料の納付記録を社会保険事務所に照会したところ、申立期間

について、国民年金保険料の納付事実が確認できないとの回答をもらった。 

昭和 36 年４月ごろにＡ市役所Ｂ出張所（現在は、Ａ市Ｃ区役所。）で国

民年金の加入手続をし、国民年金保険料は、結婚するまでは自分が同出張

所に、また、38 年９月に結婚した以降は、妻が同出張所で納付していたの

で回答に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人又はその妻が申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、国民年金の加入手

続、保険料の納付金額及び納付時期等に関する申立人及びその妻の記憶が不明

確であり、国民年金保険料の納付状況等が不明である。 

また、社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿によれば、

申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 41 年８月６日に払い出されていること

が確認でき、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情は見当たらず、申立人から過年度納付又は特例納付を行ったと

の主張は無い。 

さらに、申立人又はその妻がＡ市役所Ｂ出張所において国民年金保険料を

納付していたとするものの、Ａ市Ｃ区役所において、申立人の国民年金被保険

者名簿が確認できず、申立人又はその妻が申立期間に係る申立人の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、社会保険庁が保管する特殊台帳によれば、昭和 42 年２月に、申立

期間直後の 41年４月から同年 12月までの国民年金保険料が一括して納付され



  

たことが確認できる上、申立人の妻の国民年金手帳に添付されている国民年金

保険料納付催告状及び領収印の無い納付書・領収証書により、申立期間内であ

る 40年４月から 41年３月までの期間及び申立人が納付していないことを認め

ている 42 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料の納付については、

いったん催告されたものの、当該期間の保険料は、納付されなかったと考える

のが自然である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1152 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年４月から 46 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から 46年 12月まで 

国民年金保険料の納付記録を社会保険事務所に照会したところ、申立期

間の国民年金保険料の納付が確認できないとの回答をもらった。 

申立期間当時の国民年金保険料の金額等は憶
おぼ

 

えていないが、毎月集金人

に納付していたので回答に納得できない。また、当時集金人に未納期間の

有無を何回も確認し、未納期間は無いと言われたことを記憶している。 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い上、国民年金への加入手続はＡ市役所（当

時）で行ったとしているものの、加入時期、保険料の納付金額等に関する申立

人の記憶が明確でなく、国民年金への加入状況、保険料の納付状況等を具体的

に確認することができない。 

また、社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿によれば、

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立期間後の昭和 48 年８月ごろに申立人

の元夫と連番で払い出されたことが確認できる上、申立人に別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらず、申立人が、

申立期間の国民年金保険料を毎月集金人に納付していたとの主張は不自然であ

る。 

さらに、申立人が現在所持する国民年金手帳記号番号の払出時点において

は、申立期間の大部分は、時効により国民年金保険料を納付することができな

い期間である上、社会保険事務所が保管する国民年金被保険者台帳によれば、

申立期間直後の昭和 47年１月から同年３月までの国民年金保険料は 49年３月

に過年度納付により、また、申立期間直前の 36年４月から 38年３月までの保



  

険料は、49年７月、50年４月及び同年 10月の３回の特例納付により納付され

たことが確認できるものの、申立人は、その過年度納付及び特例納付を行った

上で、60 歳に到達するまでの国民年金保険料をすべて納付すれば保険料納付

済期間がほぼ 300か月となることから、国民年金の受給資格を取得するのに必

要な国民年金保険料のみを納付したと考えるのが自然である。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1153 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 10 月から 52 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月から 52年２月まで 

国民年金保険料の納付記録を社会保険事務所に照会したところ、申立期

間の国民年金保険料の納付事実が確認できないとの回答をもらった。 

昭和 53 年４月に国民年金に加入したが、社会保険事務所から特例納付の

案内状が届いたので特例納付最終期限日の 55 年６月 30 日に、夫を伴い社

会保険事務所において申立期間の国民年金保険料を納付した。 

手持ちのお金では足りなかったのでＡ銀行で預金を引き出し、同社会保

険事務所に戻って保険料を納付した記憶があり、回答には納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人又は申立人の夫が申立人の申立期間に係る国民年金保険料を特例納

付により納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、当

該納付に関する申立人及びその夫の記憶が明確でなく、申立人が所持する申立

期間に係る４枚の納付書・領収証書の合計金額の保険料を第３回目の特例納付

の納付期限である昭和 55年６月 30日に一括して納付したとするほかには、申

立人及びその夫からは具体的な説明を得ることができず、特例納付による国民

年金保険料の納付状況等が不明である。 

また、４枚の納付書・領収証書に記載の国民年金保険料の合計金額は、昭

和 51年１月から 52年２月までの納付期間が３枚の納付書・領収証書に重複し

て金額が記載されており、この重複分を除けば申立人の申立期間について納付

するのに必要な保険料金額から判断すると、申立人が一括納付したとする保険

料額と一致せず、申立人が申立期間の国民年金保険料を特例納付したとの主張

は不合理である。 

さらに、申立期間に係る４枚の納付書・領収証書は、いずれも領収の押印



  

が無いことから見て、申立人は第３回目の特例納付の実施期間中に特例納付の

申し込みを行い、納付書の送付を受けたものの納付期限である昭和 55 年６月

30 日までに特例納付を行わなかったことから、領収印の無い納付書・領収証

書が申立人の手元に残されたと考えるのが自然である。 

なお、申立人は、「社会保険事務所に行ったが、お金が足りなかったので

銀行でお金を引き出し、再度、同社会保険事務所に行き保険料を納付した。」

と説明しているが、申立人の所持する納付書・領収証書により、昭和 54 年３

月に 52 年３月から 53 年３月までの期間、54 年 12 月に 53 年４月から 54 年２

月までの期間の国民年金保険料を過年度納付していることに加え、昭和 53 年

度分の前納保険料を納付期限後の 54年３月 16日に納付したため、割引が適用

されないことにより不足分が生じた結果、当該保険料は同年３月から 55 年２

月までの付加保険料を含めた保険料に充当され、同期間分の不足分としての金

額が 54年３月 26日に納付されたとの記載がＢ市Ｃ区役所の保管する申立人に

係る国民年金被保険者名簿に認められることから、申立人の申立期間に係る保

険料納付に関する記憶は、54 年時点の保険料納付に関するものであり、申立

人が事実を混同している可能性が考えられる。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を特例納付していたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を特例納付していたものと認める

ことはできない。 



  

福岡国民年金 事案 1154 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年１月及び同年２月並びに６年３月の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年１月及び同年２月 

                          ② 平成６年３月 

申立期間の保険料納付記録を照会したところ、保険料を納付した記録は確

認できなかったと回答をもらったが、申立期間①については、平成２年１

月 31 日に会社を退職し、転職準備期間中にＡ市役所から国民年金保険料の

督促を受けた。この保険料については、妻が社会保険事務所に出向き納付

している。申立期間②は、妻と一緒に役場に行き納付したので、社会保険

事務所の回答には納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は国民年金に未加入とされており、申

立期間当時、Ａ市において、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情を見出すことができず、申立人及びその妻が申立期

間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）も無い。 

また、申立期間①については、申立人は、国民年金保険料の督促を当該月

内に受け、数か月以内に社会保険事務所に出向き、２か月分の保険料を納付し

たと主張しているものの、Ａ市は、被用者年金の被保険者資格等を喪失したこ

とをもって、直ちに国民年金の被保険者とされることはなく、被保険者でもな

い者に対して、国民年金保険料の督促を行うことはなかったと説明していると

ともに、国民年金保険料の未納督促を行う時期は、納期限を数か月経過した時

期からとしていたと説明しており、国民年金への種別変更手続を行っていない

上、納期限内にもかかわらず、国民年金の保険料の督促を受けたとする申立人

の申立内容は不自然である。 



  

さらに、申立期間②については、申立人は、妻と共に役場に行き、国民年

金保険料を納付したと主張しているが、申立人には国民年金の種別変更手続の

記憶が無い上、国民年金保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1155 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年７月から 46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年７月から 46年３月まで 

昭和 45 年４月ごろに国民年金に加入してずっと保険料を納付してきたが、

社会保険事務所から申立期間が未納であるとの通知を受けた。 

申立期間以外の保険料はすべて納付済みであり、申立期間も保険料を納

付していたはずである。 

保険料は、自宅を訪問する集金人に現金で納付していた。 

申立期間の保険料については納付したことは間違いないので、当該期間

を保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の夫と連番で昭和 46 年４月 12

日に払い出されているとともに、同日、Ａ市役所Ｂ支所（現在は、Ａ市Ｃ区役

所。）にて 44 年 11 月から 45 年６月までの国民年金保険料を納付しているこ

とが確認でき、申立人の国民年金手帳には、申立期間前後の期間ついて保険料

を納付したことを示す検認印が押されているものの、申立期間については検認

印が押されておらず、申立期間に係る保険料を納付していたことがうかがえる

事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時点では、申立期間の国民年

金保険料は前年度分の保険料となり、当時居住していたＡ市役所Ｂ支所窓口で

納付することは可能であったものの、申立人は、申立期間の保険料については

自宅を訪問する集金人に現金で納付していたと主張しているが、Ａ市に照会し

た結果、「集金人が前年度分の保険料を集金する仕組みとしていなかった。」

と回答しており、この時点において、申立人が集金人に前年度の保険料に当た

る申立期間の保険料を納付することはできなかったものと考えるのが自然であ



  

る。 

さらに、国民年金に一緒に加入し、申立人の国民年金保険料と一緒に保険

料を納付していたとする夫も、申立期間の国民年金保険料が未納であることが

確認できる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

福岡国民年金 事案 1156 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年７月から 46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年７月から 46年３月まで 

昭和 45 年４月ごろに国民年金に加入してずっと保険料を納付してきたが、

社会保険事務所から申立期間が未納であるとの通知を受けた。 

申立期間以外の保険料はすべて納付済みであり、申立期間も保険料を納

付していたはずである。 

保険料は、自宅を訪問する集金人に妻が現金で納付していた。 

申立期間の保険料については納付したことは間違いないので、当該期間

を保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の妻と連番で昭和 46 年４月 12

日に払い出されているとともに、同日、Ａ市役所Ｂ支所（現在は、Ａ市Ｃ区役

所。）にて 45 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していること

が確認でき、申立人の国民年金手帳には、申立期間前後の期間ついて保険料を

納付したことを示す検認印が押されているものの、申立期間については検認印

が押されておらず、申立期間に係る保険料を納付していたことをうかがえる事

情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時点では、申立期間の国民年

金保険料は前年度分の保険料となり、当時居住していたＡ市役所Ｂ支所窓口で

納付することは可能であったものの、申立人は、申立期間の保険料については

自宅を訪問する集金人に妻が現金で納付していたと主張しているが、Ａ市に照

会した結果、「集金人が前年度分の保険料を集金する仕組みとしていなかっ

た。」と回答しており、この時点において、申立人が集金人に前年度の保険料

に当たる申立期間の保険料を納付することはできなかったものと考えるのが自



  

然である。 

さらに、国民年金に一緒に加入し、申立人の国民年金保険料と一緒に保険

料を納付していたとする妻も、申立期間の国民年金保険料が未納であることが

確認できる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたことを

うかがわせる事情も見当たらない。  

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1157 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年 10 月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月から 38年３月まで 

私が結婚し、転居するまでの昭和 36 年から 38 年３月まで家業の手伝い

を行っており、この間、実家の母が私の国民年金保険料を支払っていた。

同年４月に結婚し、新しい住所で暮らしていたところ、集金人の訪問を受

けた。 

集金人は、実家の母から「昭和 38 年３月まで国民年金保険料を支払って

いたが、同年４月からは娘のところに行ってください。」と言われたので

訪問したとの説明を受けたが、結婚してからは義理の母が私の国民年金保

険料は払わなくてよいといったので払っていない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の母親が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人自身は、国民年金

の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、申立人の申立期間に係る保険

料の納付などを行っていたとする母親は既に死亡していることから、国民年金

保険料の納付状況等が不明である。 

また、申立人は、申立期間は実家の家業を手伝い、その間、申立人の母親

が申立人の国民年金保険料を納付していたと主張しているものの、申立人の弟

で高等学校卒業後家業に従事したとする三男に係る社会保険庁のオンライン記

録によれば、同人の国民年金手帳記号番号の払出しは、昭和 52 年６月である

ことに加え、20 歳に到達した 42 年４月以降の国民年金加入期間について、厚

生年金保険加入期間を除き、合わせて約 10 年間の国民年金保険料が未納とさ

れていることが確認できる上、結婚するまで両親と同居していたとする申立人

の弟である二男も、51 年３月に国民年金手帳記号番号の払出しを受けている



  

ものの、20 歳に到達した 39 年５月以降の国民年金加入期間について、厚生年

金保険の加入期間を除き、合わせて約 10 年間の国民年金保険料が未納とされ

ていることが確認できることを勘案すると、申立人の母親が申立人にのみ申立

期間に係る国民年金保険料を納付していたとは考え難い。 

このほか、申立人の母親が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納付

していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1158 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13年４月から同年 10月までの期間については、被保険者とな

り得る期間ではないことから、年金記録の訂正を行うことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年４月から同年 10月まで 

平成 16 年 11 月ごろ、国民年金手帳を紛失したので社会保険事務所で手

帳の再発行の手続をした際、申立期間の国民年金保険料が未納となってい

ることを知らされた。 

私は、60 歳になって約１年後の平成 13 年 11 月に、国民年金に任意加入

し、過去にさかのぼって保険料が未納となっていた 11 年 11 月から 12 年 11

月までの 13 か月分の国民年金保険料をまとめて納付した。その後、14 年３

月ごろに、Ａ市役所職員と思われる女性から電話があり、「奧さん。まだ

国民年金の保険料を支払うことができます。」と言われたので、納付する

旨を伝えたところ、国民年金保険料の納付書が送付されてきたので、郵便

局で現金９万数千円を支払い、領収書を受け取った。現在、その領収書は

紛失してしまったが、納付したことは間違いないので、申立期間の国民年

金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、60 歳に到達した約１年後の平成 13 年 11 月 30 日に国民年金に任

意加入し、同年 12月 20日に、強制加入被保険者期間で国民年金保険料が未納

とされていた 11 年 11 月から 12 年 11 月までの 13 か月分の国民年金保険料を、

過年度納付により納付していることが社会保険庁のオンライン記録により確認

できる。 

また、申立人は、平成 14 年３月ごろに、Ａ市役所職員と思われる女性から、

「更に、未納期間の国民年金保険料を支払うことができます。」と勧奨を受け、

13 年４月から同年 10 月までの７か月分の国民年金保険料の納付書を受け取り、

郵便局において、９万数千円の国民年金保険料を納付したことを記憶しており、



  

その内容は、詳細かつ具体的であり、不合理な点は認められず、申立内容の信

憑
ぴょう

さらに、申立人が納付したとする金額は、現年度保険料としてＡ市役所に

おいて納付書を発行することができる平成 13年４月から同年 10月までの国民

年金保険料額とおおむね一致している。 

性は高い。 

加えて、申立人は、国民年金の受給資格を得る 67 歳になるまで国民年金に

任意加入し、保険料を納付していることが確認でき、申立人の保険料の納付意

識は高かったものと考えられることを踏まえると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料相当額を納付していたものと認められる。 

しかしながら、申立期間は国民年金の任意加入対象期間であり、申立人が

任意加入した平成 13 年 11 月 30 日からさかのぼって国民年金の被保険者とな

り得る期間ではないことは明らかであることから、年金記録の訂正を行うこと

はできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 853 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年５月ごろから 28年１月ごろまで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間の被保険者記録が確認できない旨の回答を得た。 

当時の上司や同僚の名前も記憶しており、働いていたことは間違いないの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ社における上司として名前を挙げた二人の厚生年金保険被保険

者記録が、社会保険事務所が保管する同事業所の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿により確認できることから判断すると、申立人が同事業所に勤務してい

たことを推認することができる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿では、申立人の申立期間における厚生年金保険被保険者記録

は確認できない。一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号

に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

また、申立人は、知人の紹介でＡ社に入社したと供述しているところ、事

業主は「申立人が在籍していた記録は確認できないが、当時、各事業所で直接

採用された従業員については、現在の事業所に記録は残されておらず、それら

の従業員は厚生年金保険に加入させていなかったと考えられる。」と回答して

おり、申立人が記憶している上司は死亡、又は連絡先が確認できず、上司及び

同僚として記憶している９人は、名字のみであるため、特定できない上、当該

事業所において、申立期間を含む厚生年金保険被保険者記録が確認できる同僚

のうち、連絡先が判明した９人について照会し、協力が得られた７人から聴取

を行ったものの、申立人と同一の職場で勤務したものはおらず、申立人のこと



  

を記憶している者もいないことから、当時の人事記録等による勤務実態及び事

業主による厚生年金保険料控除の事実について確認することができない。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 854 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年５月 10日から７年１月１日まで 

Ａ社を 60 歳で定年退職したが、その後同社に再就職し、65 歳まで勤務し

ていたにもかかわらず、再就職してからの期間の一部が厚生年金保険の被

保険者期間となっていないことに納得できない。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたと主張しているが、同社

では申立期間当時の資料を保管しておらず、また、申立人が名前を挙げた同僚

の一人、及び社会保険事務所が保管する同社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿から名前が確認できた同僚の一人から聴取したところ、申立人が同社

に在籍していたことは記憶しているものの、申立期間においても申立人が在籍

していたかどうかを鮮明に記憶していないとの供述しか得られず、申立人が、

申立期間においても同社に勤務していたことを推認することができない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿では、申立人については、「昭和 56年 10月１日被保険者資格取得、平成４

年３月７日同喪失、６年４月 20日同再取得、同年５月 10日同再喪失、７年１

月１日同再々取得、９年３月４日同再々喪失」と記録されており、申立期間に

おける被保険者記録は確認できず、平成６年５月 10 日の資格喪失直後で、申

立期間中である同年５月 16 日に健康保険証が回収された記録が確認できるほ

か、Ｂ市からの回答によれば、申立人が申立期間において国民健康保険に加入

していたことが確認できる。 

さらに、公共職業安定所の記録によれば、申立期間における申立人に係る

雇用保険被保険者記録は確認できない上、記録が確認できる雇用保険被保険者



  

期間は、厚生年金保険の被保険者期間とほぼ合致する。 

加えて、Ａ社では、上述のとおり申立期間当時の関係資料等は保存してい

ないと回答している上、当時の事業主及び同僚から聴取しても、厚生年金保険

の適用に関する情報についての有力な供述は得られないことから、当時の人事

記録等による勤務実態及び事業主による厚生年金保険料控除の事実について確

認することができない。 

このほか、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない上、

申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



  

福岡厚生年金 事案 855 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年６月から 40年２月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社。）に勤務していた申立期間に係る記録が無いとの回答があった。 

当時の同僚の名前も憶
おぼ

 

えており、勤務していたことは間違いないので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ社における同僚として名前を挙げた複数の者の厚生年金保険被

保険者記録が、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿により確認でき、また、当時の事業主及び同名簿から名前が確認

できた同僚の一人が、申立人が勤務していた旨を供述していることなどから判

断すると、期間の特定はできないものの、申立人が当該事業所に勤務していた

ことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できず、申立人が同僚

として名前を挙げた二人についても、うち一人からは当該事業所で勤務してい

た旨の供述が得られているものの、同名簿では同被保険者記録は確認できない。

一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いこと

から、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

また、当時の事業主の妻で当該事業所の取締役である者からは、申立期間

当時の関係資料等は保存していないが、体力的にきつい仕事のため短期間で辞

める者が多かったので、仕事に定着できるかを見極めるため、採用後６か月か

ら１年くらいの、いわゆる試用期間があり、試用期間中は厚生年金保険に加入

させていなかった旨の供述が得られている上、上記被保険者名簿から名前が確



  

認できた同僚の一人は、当時、試用期間があることを知っていたこと、及び当

該事業所の事業主の身内の者と結婚したが、結果として、入社直後は厚生年金

保険に加入させてもらえない期間があったことを認めており、当時、当該事業

所においては、入社後に試用期間があり、当該試用期間中は厚生年金保険に加

入させていなかった事情がうかがえる。 

さらに、上記被保険者名簿から名前が確認できた同僚の一人は、上記のと

おり、申立人の勤務については記憶しているものの、厚生年金保険料の控除等

については分からない旨を供述している。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   



  

福岡厚生年金 事案 856 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年５月３日から 41年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた時の記録が無いことが分かった。昭和 36 年５月から 41 年８月ま

で同社で勤務し、同社は同年９月からＢ社に社名を変更している。Ａ社で

働いていた時は健康保険証を確かに持っており、妻が病気の際に使用した

と記憶している。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

公共職業安定所の記録によれば、申立期間において、事業所名は不明であ

るものの、ⅰ）昭和 37年５月 11日から 40年８月 31日までの期間、ⅱ）同年

９月１日から 41 年４月 30 日までの期間、ⅲ）同年５月１日から 43 年１月 31

日までの期間の雇用保険被保険者記録が確認できる。 

また、社会保険事務所の記録によれば、申立人がＢ社における厚生年金保

険被保険者資格を喪失しているのは昭和 43 年１月 31 日であり、これが上記

ⅲ）の雇用保険被保険者期間の終期と符合することから、申立人は 41 年５月

１日から同社に勤務していたと考えられる。 

さらに、上記の３つの期間の雇用保険被保険者記録は昭和 37 年５月 11 日

から 43年１月 31日まで継続していること、申立人は勤務していた事業所名を

正確に記憶していること、及び申立人が名前を挙げた同僚のうち、複数の者の

名前がＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において確認できることから、

申立人が 37年５月 11日から 43年１月 31日までの期間において、Ａ社又はＢ

社に勤務していた可能性は認められる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被



  

保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、Ｂ

社の同名簿では、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得年月日は、昭和 41

年９月１日と記録されている。一方、両事業所に係る同名簿には申立期間にお

ける健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したもの

とは考え難い。 

また、申立期間当時の事業主は既に死亡しているが、当該事業主の子は、

「会社には季節労働者が多く勤務しており、これらの者については厚生年金保

険に加入させていない者も多かった。従業員全員を厚生年金保険に加入させて

いた訳ではない。」旨を供述しており、申立人は、自分は季節労働者だったと

供述していること、及び申立人が同じ仕事をしていた季節労働者の同僚として

名前を挙げた者について、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において

被保険者記録が確認できないことから判断すると、事業主は、厚生年金保険被

保険者資格を従業員の全員に一律に取得させていなかった事情がうかがえる。 

さらに、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなったのは昭和 40年８月 31日で、Ｂ社が同適用事業所となっ

たのは 41 年３月１日であるが、40 年８月 31 日にＡ社の厚生年金保険被保険

者資格を喪失し、Ｂ社で同資格を取得している者９人の厚生年金保険被保険者

記録を確認したところ、同年８月 31日から 41年３月１日までの期間において、

Ａ社又はＢ社での厚生年金保険被保険者記録を有する者を確認できない上、こ

れら９人のＢ社での資格取得日は、同社が厚生年金保険の適用事業所となった

同年３月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得している者は二人であり、残

る７人については、同年３月 10 日以降に順次資格を取得していることが確認

できる。 

加えて、申立期間中に申立人が勤務していた可能性が認められるＢ社は、

社会保険事務所の記録によれば既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なっており、当時の事業主の連絡先は確認できず、被保険者名簿から名前が確

認できた同僚４人からは、同社における厚生年金保険の適用に関する情報につ

いての供述は得られない。 

このほか、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない上、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 857 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年７月 19日から 34年３月 30日まで 

             ② 昭和 35年１月 10日から 36年 11月１日まで 

             ③ 昭和 39年 11月１日から 44年４月１日まで 

    私は、申立人の子であり、代理人として申し立てる。 

平成 20 年３月上旬ごろ、振り込まれていた厚生年金保険の老齢年金額が

あまりにも少ないことに気付き、社会保険事務所に照会したところ、申立

期間について脱退手当金が支払われている旨の回答をもらった。 

しかし、社会保険事務所には既に廃棄されているとして領収書等の資料

は残されておらず、書き留められていた日記のような生活記録には脱退手

当金についての記述は無く、申立人も脱退手当金を受給した記憶も無いと

のことである。 

本来の正しい年金額が受給できるようにしてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立てに係る脱退手当金の支給対象期間の最終事業所であるＡ病院に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人について、脱退手当金が支給

されていることを意味する「脱」の表示が記されており、申立人と同様に、同

名簿において「脱」の表示が記されている者二人についても、脱退手当金の支

給決定記録が確認できる。 

また、申立てに係る脱退手当金について、過去の異なる事業所に係る厚生

年金保険被保険者期間のすべてが支給対象期間として計算されており、支給額

に計算上の誤りは無く、上記最終事業所における厚生年金保険被保険資格喪失

日から約６か月後の昭和 44年 10月３日に支給決定されており、社会保険事務

所の一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 



  

さらに、申立人は、昭和 52 年 11 月からの年金受給に当たり、少なくとも

２回は申立てに係る脱退手当金が支給されていたことを確認できる機会があり、

その際に、脱退手当金を受給していない旨の不服申立ができたにもかかわらず、

これを行ったとの記録が確認できない上、病気等により申立人から直接聴取す

ることが困難であることから、申立人が脱退手当金を受給していないことをう

かがわせる事情等について、確認することができない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 858 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年２月から 38年３月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間に係る被保険者記録が無いとの回答があった。 

勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ社に勤務していた当時の同僚二人の供述から判断すると、勤務

期間の特定はできないものの、申立人が同事業所に勤務していたことを推認す

ることができる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。

一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いこと

から、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

また、社会保険事務所の記録によれば、当該事業所は既に厚生年金保険の

適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主の連絡先が不明であり照会

することができない上、同事業所に勤務していた申立人の同僚二人に聴取した

ところ、一人は、「申立人はグループの一員として入社してきたように記憶し

ている。グループで入社してきた者の中には、一定期間経過後に正社員として

雇用される者もいたが、申立人が正社員となったか否かまでは分からない。」、

残りの一人は、「申立人を含む５、６人のグループと一緒に入社し、申立人の

ほかに３人の名前を記憶しているが、厚生年金保険の適用については分からな

い。」と供述しており、当該同僚が名前を挙げた３人については、社会保険事

務所の記録によれば同事業所における厚生年金保険被保険者記録が確認できな



  

いことから、当時、同事業所では入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を一

律に取得させていなかった事情がうかがえる。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 859 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年８月 15日から 30年７月１日まで 

             ② 昭和 32年６月 22日から 36年３月 14日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ支店

（現在は、Ａ社Ｃ支店。）及びＤ社（現在は、Ｅ社。）に勤務していた申立

期間に係る被保険者記録が無いとの回答があった。 

両申立期間ともに、入社した当初から厚生年金保険料が控除されていたの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険業務センターが保管する申立人の厚生年金

保険被保険者台帳及び社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被

保険者名簿では、申立人は、昭和 30 年７月１日にＡ社Ｂ支店に係る厚生年

金保険の被保険者資格を取得していることが確認できるが、申立期間にお

ける厚生年金保険の被保険者記録を確認できない。 

また、Ａ社Ｃ支店が提出した厚生年金保険被保険者原簿においても、申立

人の厚生年金保険の被保険者資格取得日は、昭和 30 年７月１日となってお

り、社会保険事務所の記録と一致している。 

さらに、Ａ社Ｃ支店では、「申立人に係る関係資料等は保存されていない

が、当時は多くの職員が臨時雇用を経た後に、厚生年金保険が適用される

常用雇用になっていた。」と回答している上、当時の同僚の連絡先は不明

であり供述を得ることはできないが、申立人がＡ社Ｂ支店に申立人より早

く入社していたと供述している同僚二人の厚生年金保険の被保険者資格取

得日は、申立人と同日の昭和 30 年７月１日となっていることから、当時、

同事業所では、入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を一律に取得させ



  

ていなかった事情がうかがえる。 

 

２ 申立期間②について、社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被

保険者名簿では、申立人は、昭和 36 年３月 14 日にＤ社に係る厚生年金保

険の被保険者資格を取得していることが確認できるが、申立期間における

厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

また、公共職業安定所の記録によれば、当該事業所における雇用保険の被

保険者資格取得日は昭和 36 年３月 14 日となっており、社会保険事務所の

記録と一致している。 

さらに、Ｅ社では、「昭和 40年 10月１日にＤ社を吸収合併しているが、

申立期間当時の関係資料等は保存しておらず、申立ての事実を確認できな

い。」と回答している上、当該事業所に勤務していた申立人の同僚二人に

聴取したところ、一人は、「申立人が勤務していた記憶はあるが、具体的

な勤務時期及び厚生年金保険の適用については分からない。当時、入社当

初から厚生年金保険に加入していない者がかなりいたことは記憶してい

る。」、残りの一人は、「申立人が勤務していた記憶はあるが、私の場合

は、入社して３か月後に厚生年金保険に加入している。当時は正社員にな

るためには保証人が必要であるなど厳しい条件があった。」と供述してい

ることから、当時、同事業所では、入社と同時に厚生年金保険被保険者資

格を一律に取得させていなかった事情がうかがえる。 

   

３ 加えて、申立人は両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を各

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


